
【事業の目的】
今後も定住人口が見込まれるが人口減少より医療機関の減少スピードが早い地域等

を「重点医師偏在対策支援区域」と設定し、当該区域において診療所を承継・開業す
る場合に、①施設整備、②設備整備、③一定期間の地域への定着支援を行い、地域の
医療提供体制を確保することを目的とする。
（令和6年12月17日に成立した国の令和6年度補正予算事業）

【重点医師偏在対策支援区域】
仙南医療圏、大崎・栗原医療圏、石巻・登米・気仙沼医療圏

【対象となる診療所】
重点医師偏在対策支援区域内で承継又は開業する診療所であって、県の地域医療対

策協議会及び保険者協議会で支援対象として合意を得た診療所

【申請状況（大崎・栗原医療圏）】
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（単位：千円）

申請件数 補助対象経費 補助金額

施設整備事業 4 82,275 41,137

設備整備事業 6 67,575 33,787

定着支援事業 4 25,981 15,198
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